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   第 ４ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

令和７年10月２日(木曜日) 

             午前10時０分開議 

            午前11時26分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第５号) 

 議案第２号 令和７年度熊本県港湾整備事

業特別会計補正予算(第１号) 

 議案第３号 令和７年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計補正予算(第１号) 

 議案第５号 令和７年度熊本県下水道事業

会計補正予算(第２号) 

  議案第８号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

  議案第18号 令和７年度都市計画事業、港

湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂

防事業の経費に対する市町村負担金(地

方財政法関係)について 

 議案第19号 令和７年度道路事業の経費に

対する市町村負担金について 

 議案第20号 令和７年度海岸事業の経費に

対する市町負担金について 

  議案第21号 令和７年度地すべり対策事業

の経費に対する市負担金について 

 議案第22号 令和７年度流域下水道事業の

経費に対する市町村負担金について 

  議案第23号 令和７年度市町村道過疎代行

事業の経費に対する市町負担金につい

て 

  議案第25号 工事請負契約の締結について 

 議案第26号 工事請負契約の締結について 

 議案第27号 工事請負契約の締結について 

 議案第28号 工事請負契約の締結について 

 議案第29号 工事請負契約の締結について 

  議案第30号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

  議案第31号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

  議案第32号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

  議案第33号 専決処分の報告及び承認に

ついて 

 議案第34号 専決処分の報告及び承認に

ついて 

 議案第35号 専決処分の報告及び承認に

ついて 

 議案第58号 令和７年度熊本県一般会計

補正予算(第６号) 

報告第１号 専決処分の報告について 

 報告第26号 熊本県道路公社の経営状況を

説明する書類の提出について 

 報告第27号 一般財団法人白川水源地域対

策基金の経営状況を説明する書類の提

出について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)に

ついて 

 報告事項 

  ①熊本都市計画区域マスタープラン及び

区域区分の見直しについて 

②下水道管路の全国特別重点調査の結

果について 

③緑の流域治水の推進と五木村・相良

村の振興について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 西 山 宗 孝 

        副委員長 城 戸   淳 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 住 永 栄一郎 

委  員 斎 藤 陽 子 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 
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――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

         部 長 菰 田 武 志 

       総括審議員 

兼河川港湾局長 西 田 将 人 

       政策審議監 椎 場 泰 三 

      道路都市局長 奥 山 和 弘 

      建築住宅局長 折 田 義 浩 

        監理課長 安 田 昌 史 

用地対策課長 安 倍 千佳子 

首席審議員 

兼土木技術管理課長 弓 削 真 也 

道路整備課長 大 和 勇 紀 

道路保全課長 谷 水 秀 行 

首席審議員 

兼都市計画課長 高 橋 慶 彦 

下水環境課長 堤   哲 也 

河川課長 工 藤 康 隆 

港湾課長 田 村 伸 司 

砂防課長 橋 口 英 介 

建築課長 佐 澤   毅 

営繕課長 今 福 裕 一 

住宅課長 上 野 美恵子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

         議事課主幹 眞 田 美也子 

   政務調査課課長補佐 都 冨 真 一 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○西山宗孝委員長 ただいまから第４回建設

常任委員会を開会いたします。 

 それでは、付託議案等の審査を行います

が、質疑については、執行部の説明を求めた

後に、一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、土木部長から総括説明を行い、続い

て、担当課長から資料に従い順次説明をお願

いいたします。 

 菰田土木部長。 

 

○菰田土木部長 おはようございます。 

 まず、委員の皆様におかれましては、７月

25日に実施された管内視察に執行部も同行さ

せていただきました。この場をお借りしてお

礼申し上げます。 

 それでは、今定例会に提出しております議

案等の説明に先立ち、最近の土木部行政の動

向について御報告いたします。 

 まず、令和７年８月豪雨による災害への対

応についてです。 

 こちらの報告につきましては、この後、御

審議いただきます補正予算関係議案に関連し

ますので、お手元にお配りしております補足

資料を用いて御説明をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の豪雨に係る気象の概況です。 

 ８月６日から11日にかけまして前線が九州

付近に停滞し、県内では、10日から11日にか

けて、７市町で大雨特別警報が発令され、ま

た、記録的短時間大雨情報が15回も発表され

るなど記録的な大雨に見舞われました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 公共土木施設等においても甚大な被害が発

生しており、最上部に記載のとおり、熊本市

を除く県と市町村全体で、被害件数2,491

件、被害額は約661億円に上っております。

内訳は、表のとおり、県工事分が約316億

円、市町村工事分が約344億円となっており

ます。 

  ３ページをお願いいたします。 

 道路につきましては、県管理道路で227か

所、市町村管理道路で830か所でのり面崩壊

や路肩決壊などの被害が発生いたしました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 県管理道路の応急復旧につきましては、孤

立集落箇所や幹線道路など緊急性の高い箇所
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から、地元建設業協会等の皆様の御尽力をい

ただきながら実施しております。 

 全面通行止めにつきましては、現在も、県

道５路線６か所で実施しており、地域の皆様

に御不便をおかけしております。一日も早い

通行の確保に向けて取り組んでまいります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 河川につきましては、県管理河川384か

所、市町村管理河川704か所で被害が発生し

ました。緊急性の高い箇所から、随時、応急

復旧に着手しており、これまでに、15河川、

20か所で応急工事を完了しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 公共土木施設以外におきましても、土砂災

害が128か所、宅地内に土砂が堆積する被害

が４市２町で発生しております。また、床

上、床下浸水を含めますと、県内各地で 

9,000棟を超える住家被害が生じておりま

す。 

 このため、速やかに土砂災害の応急対策に

着手するとともに、宅地内の堆積土砂等につ

きましては、市町村と連携して撤去に取り組

んでおります。 

  また、住まいの確保に係る支援として、県

営住宅の住戸提供や美里町での建設型応急住

宅の整備、浸水住宅の復旧に係る相談窓口の

開設等を実施しております。 

 以上が土木部に係る被害と主な対応状況で

すが、引き続き、県民の安全、安心の確保を

最優先に、生活基盤となる公共土木施設の早

期復旧に全力で取り組むとともに、被災市町

村との連携を密にし、地域に寄り添った支援

を実施してまいります。 

 次に、半導体関連産業のさらなる集積への

対応及び幹線道路ネットワークについてで

す。 

 セミコンテクノパーク周辺の渋滞解消に向

けまして、県で取り組んでいます大津植木線

多車線化及び合志インターチェンジアクセス

道路につきましては、９月23日に着工式を開

催しました。 

 また、国が進める中九州横断道路の熊本環

状連絡道路において、明後日10月４日に中心

くい打ち式が執り行われ、今後、本格的な測

量に着手されることとなります。 

 加えて、大津西インターチェンジから下硯

川インターチェンジ間の有料道路事業導入に

向け、県及び熊本市において、都市計画変更

に係る住民説明会を開催しました。引き続

き、都市計画変更の手続を着実に進め、中九

州横断道路の早期整備につなげてまいりま

す。 

 さらに、熊本市が進める熊本西環状道路の

池上熊本駅インターチェンジから花園インタ

ーチェンジ間が10月19日に開通することが発

表されるなど、本県の幹線道路整備は着実に

進展しています。 

 引き続き、国や地元自治体と連携し、幹線

道路ネットワークの早期整備に向けて、しっ

かりと取り組んでまいります。 

 それでは、今定例会に提出しております土

木部関係の議案等について御説明いたしま

す。 

 今回提出しております議案は、補正予算関

係議案６件、条例等関係議案17件、報告関係

３件でございます。 

 今回の補正予算につきましては、災害関連

事業、益城町土地区画整理事業、熊本北部流

域下水道の整備等に関する経費51億1,400万

円余の増額補正をお願いしております。 

  さらに、８月10日からの大雨による災害へ

の対応として、８月に専決処分を行いました

応急対応に要する経費18億8,000万円余、ま

た、追加提案で、災害復旧に要する経費344

億2,300万円余の増額補正をお願いしており

ます。 

  条例等議案につきましては、公共事業に係

る市町村負担金について６件、工事請負契約

の締結について５件、専決処分の報告・承認

案件６件の計17件の御審議をお願いしており
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ます。 

 報告案件につきましては、専決処分の報告

について１件、経営状況を説明する書類の提

出について２件を御報告させていただきま

す。 

 その他の報告事項につきましては、熊本都

市計画区域マスタープラン及び区域区分の見

直しについてなど３件を御報告させていただ

きます。 

 以上、総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては、担当課長から説明

いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 今後とも、災害からの復旧・復興、国土強

靱化をはじめ、県内各地域における社会基盤

の整備、保全を着実に推進してまいりますの

で、委員各位の御支援と御協力をよろしくお

願いいたします。 

 

○西山宗孝委員長 引き続き、関係課長から

順次説明をお願いいたします。 

 

○安田監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料といたしまして、建設常

任委員会説明資料、経営状況を説明する書類

２冊、その他報告事項３件を準備しておりま

す。 

 まず、令和７年度補正予算、知事専決分に

つきまして御説明申し上げますので、常任委

員会説明資料の15ページをお願いいたしま

す。 

 ８月に専決させていただきました補正予算

は、８月10日からの大雨に伴う応急対応に係

る予算を計上しております。 

 今回の補正予算は、一般会計のみでござい

まして、15ページ、上の表、右側合計欄の２

段目に記載のとおり、18億8,000万円余とな

ります。 

  各課別の内訳につきましては、下の表のと

おりでございます。 

 16ページは、専決分の予算総括表で、各課

の補正額とその財源内訳を記載しておりま

す。 

 表右側、今回補正額の財源内訳の最下段を

お願いします。 

 国支出金１億5,500万円余、地方債12億 

3,500万円、その他60万円、一般財源４億 

8,900万円余となっております。 

  以上が専決予算の状況でございます。 

 監理課は以上です。 

 

○谷水道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 17ページをお願いいたします。 

 ２段目の現年発生災害復旧工事費でござい

ますが、12億7,300万円余の増額補正を計上

しております。 

これは、令和７年８月10日からの大雨によ

り発生した道路の崩土撤去や倒木の除去等に

要する事業費でございます。 

 道路保全課は以上です。 

 

○橋口砂防課長 砂防課でございます。 

 18ページをお願いします。 

 ２段目の砂防調査費でございますが、 

4,000万円の増額補正を計上しております。 

これは、大雨による国庫補助事業の採択に

向けての事前調査等に要する経費でございま

す。 

  ３段目の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事

業費でございますが、600万円余を計上して

おります。 

これは、今回の大雨により崖崩れが発生し

た甲佐町の上豊内地区の応急対策に要する経

費でございます。 

  ４段目の災害関連緊急砂防事業費でござい

ますが、２億4,000万円余を計上しておりま

す。 

これは、今回の大雨により土石流が発生し

た八代市の大谷川ほか１か所の応急対策に要
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する費用でございます。 

 ５段目の単県砂防施設維持管理費でござい

ますが、３億2,100万円の増額補正を計上し

ております。 

これは、今回の大雨により被災した既設砂

防設備の機能回復に要する経費でございま

す。 

  砂防課は以上です。 

 

○安田監理課長 監理課でございます。 

 お戻りいただきまして、１ページをお願い

いたします。 

 令和７年度９月補正予算について御説明い

たします。 

 今回の補正予算は、災害関連事業や益城町

土地区画整理事業などに係る予算に加えまし

て、８月10日からの大雨に伴う災害復旧関連

事業に係る追加提案分の予算も計上しており

ます。 

 １ページ、上の表、２段目が今回の補正額

となります。表真ん中辺りに記載しておりま

すが、一般会計のうち、投資的経費383億 

3,700万円余、その右側、消費的経費4,200万

円余、右から２つ目、特別会計等計11億 

5,800万円、今回補正額の合計でございます

が、こちら、395億3,800万円余となります。 

  各課別の内訳につきましては、下の表のと

おりでございます。 

  ２ページは、９月補正予算総括表になりま

す。 

 一般会計及び特別会計等ごとに、各課の補

正額とその財源内訳を記載しております。 

 表左から３列目の補正額の欄は、災害関連

事業や益城町の土地区画整理事業、熊本北部

流域下水道の整備に係る予算といたしまし

て、最下段に記載のとおり、51億1,400万円

余、隣、４列目、追号分といたしまして、８

月10日からの大雨に伴う災害復旧関連事業に

係る予算344億2,300万円余を計上しておりま

す。 

  表右側、今回補正額の財源内訳の最下段を

お願いいたします。 

  国支出金178億200万円余、地方債195億 

8,900万円、その他７億7,200万円余、一般財

源13億7,300万円余となっております。 

  以上が９月補正予算の状況でございます。 

 監理課は以上です。 

 

○高橋都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ２段目の土地区画整理事業費でございます

が、益城中央地区において、権利者との補償

交渉が円滑に進んだことから、令和９年度完

了に向けて、次年度予算の一部を前倒しする

費用として、５億3,500万円の増額補正を計

上しております。 

これは、熊本地震関連としまして、宅地造

成に係る工事を前倒し施行するためのもので

す。 

  また、今回、債務負担行為の設定をお願い

しております。 

 ４段目の街路整備事業費でございますが、

都市計画道路、南部幹線の前川に架かる橋梁

上部工工事について、工事契約から完了まで

に約３年の期間が必要となるため、22億円の

債務負担行為を設定しております。 

 都市計画課は以上です。 

 

○堤下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 下水環境課の会計は、一般会計と下水道事

業会計に分かれておりますので、まず一般会

計から御説明いたします。 

 ５ページをお願いします。 

 ２段目の下水道推進費でございますが、 

1,200万円余の増額補正を計上しておりま

す。 

これは、次ページで説明します下水道事業

会計の増額に伴う下水道事業総務事務費の増
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額によるものです。 

 続きまして、下水道事業会計について御説

明いたします。 

 ６ページ１段目の熊本北部流域下水道建設

費でございますが、11億5,800万円の増額補

正を計上しております。 

これは、２段目の管路施設等建設改良費の

表右側説明欄のとおり、半導体産業集積地関

連として、熊本北部流域下水道の管路の増設

等に要する費用の増額によるものです。 

 下水環境課は以上です。 

 

○工藤河川課長 河川課でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ２段目の単県河川海岸情報基盤整備事業費

でございますが、1,000万円余の増額補正を

計上しております。 

これは、国の防災気象情報運用見直しに伴

う水防警報発令システムの改修に係る費用で

ございます。 

  ４段目の河川等災害関連事業費でございま

すが、３億6,200万円余の増額補正を計上し

ております。 

これは、災害復旧事業と併せて行う改良復

旧事業に要する費用で、令和２年災の佐敷川

及び令和５年災の赤井川ほか１か所の経費を

計上するものです。 

 ５段目の単県河川等災害関連事業費でござ

いますが、30億3,600万円の増額補正を計上

しております。 

これは、国庫補助災害復旧事業の対象とな

らない箇所の復旧等に要する費用で、令和２

年７月豪雨や令和７年梅雨前線豪雨等で被災

した箇所に要する経費を計上するものです。 

 河川課は以上です。 

 

○高橋都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 ここからは、追加提案でお願いしておりま

す補正予算となります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ２段目の都市計画調査費でございますが、

3,000万円の増額補正を計上しております。 

これは、今回の大雨により宅地に堆積した

土砂等を市町村が排除する必要がある場合

に、国庫補助制度の対象とならないものにつ

いて、その経費の２分の１を補助金として県

から市町村へ交付するものでございます。 

 都市計画課は以上です。 

 

○堤下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 10ページをお願いします。 

 ２段目の農業関係施設現年発生災害復旧費

でございますが、5,000万円を計上しており

ます。 

これは、今回の大雨により被災した農業集

落排水施設の復旧に要する費用でございま

す。 

  下水環境課は以上です。 

 

○工藤河川課長  河川課でございます。 

 11ページをお願いいたします。 

主なものについて御説明させていただきま

す。 

 まず、４段目の河川掘削事業費でございま

すが、10億8,800万円余の増額補正を計上し

ております。 

これは、今回の大雨による堆積土砂の撤去

に係る費用でございます。 

  次に、下から４段目の単県河川等災害関連

事業費でございますが、41億7,300万円余の

増額補正を計上しております。 

これは、今回の大雨により被災した県管理

公共土木施設のうち、国庫補助災害復旧事業

の対象とならない箇所の復旧等に係る費用で

ございます。 

  次に、12ページをお願いいたします。 

  ２段目の現年発生国庫補助災害復旧費でご

ざいますが、242億6,300万円余の増額補正を
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計上しております。 

これは、今回の大雨により被災した県管理

公共土木施設等の復旧に要する費用及び復旧

に係る査定設計書作成のための調査、測量、

設計に要する費用でございます。 

  河川課は以上です。 

 

○田村港湾課長 港湾課でございます。 

 13ページをお願いします。 

 ２段目の単県港湾修築事業費ですが、 

3,400万円余の増額補正を計上しておりま

す。 

これは、今回の大雨により被害を受けた八

代港ほか４か所の港湾施設の維持補修に要す

る経費でございます。 

 ３段目の単県港湾整備事業費ですが、２億

200万円余の増額補正を計上しております。 

これは、今回の大雨により長洲港に堆積し

た土砂のしゅんせつに要する経費でございま

す。 

 ６段目の現年単県災害土木費ですが、 

2,200万円を計上しております。 

これは、今回の大雨により流木等で埋塞し

た熊本港ほか２か所の港湾施設の機能回復に

要する経費でございます。 

 港湾課は以上です。 

 

○橋口砂防課長、砂防課でございます。 

 14ページをお願いします。 

主なものについて御説明させていただきま

す。 

 ５段目の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事

業費でございますが、７億200万円余の増額

を計上しております。 

これは、大雨により崖崩れが発生した甲佐

町の上豊内地区ほか４か所の施設整備に要す

る経費でございます。 

 ６段目の災害関連緊急砂防事業費でござい

ますが、19億9,400万円余の増額補正を計上

しております。 

これは、今回の大雨により土石流が発生し

た八代市の大谷川ほか５か所の施設整備に要

する経費でございます。 

 ７段目の単県砂防施設維持管理費でござい

ますが、10億3,400万円余の増額を計上して

おります。 

これは、今回の大雨により被災した既設砂

防設備の機能回復に要する経費でございま

す。 

  砂防課は以上です。 

 

○安田監理課長 監理課でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 令和７年度繰越明許費でございます。 

 繰越設定につきましては、12月と２月定例

会でお願いしておりましたが、令和３年度か

ら、９月定例会においても前倒ししてお願い

をさせていただいているところでございま

す。 

 今回は、10月時点で適正工期が確保できな

い工事などにつきまして、当初契約時から年

度をまたいで適正工期を確保するということ

とともに、適切な入札契約が行われるよう今

議会での設定をお願いするものでございま

す。 

 現時点での発注見通しで繰越しが見込まれ

る工事等につきましてですが、１番、一般会

計合計、一番最下段になりますが、132億600

万円余、２番、港湾整備事業特別会計９億 

3,100万円余、３番、臨海工業用地造成事業

特別会計11億1,000万円、合計152億4,700万

円余の設定をお願いしております。 

  設定金額につきましては、昨年、一昨年と

同程度の規模となっておりまして、発注の平

準化に努めますとともに、事業の進捗管理を

含め適切に執行してまいりたいと考えており

ます。 

  続きまして、21ページをお願いいたしま

す。 

  県が施行をする公共事業の経費に対する市
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町村負担金についてです。 

  市町村負担金につきましては、21ページか

ら27ページにかけ、第18号から第23号までの

６件の議案を提案しております。複数の課に

またがりますので、監理課から一括して説明

します。 

 なお、今回の提案に当たりましては、各市

町村に対し事業計画を説明の上、負担金に係

る同意を得ておりますことを申し添えます。 

 それでは、21ページをお願いします。 

 議案第18号、令和７年度都市計画事業、港

湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事業

の経費に対する市町村負担金（地方財政法関

係）についてです。 

 １の単県街路促進事業から22ページにかけ

て、16件の事業について、地方財政法の規定

に基づき、当該事業に要する経費のうち、市

町村負担分を定めるものです。 

 次に、23ページ、議案第19号、令和７年度

道路事業の経費に対する市町村負担金につい

てです。 

 単県道路改築事業を含む２件の事業につき

まして、道路法の規定に基づき、市町村負担

分を定めるものです。 

 次に、24ページでございます。 

 議案第20号、令和７年度海岸事業の経費に

対する市町負担金についてです。 

 海岸堤防等老朽化対策緊急事業を含む３件

の事業について、海岸法の規定に基づき、市

町負担分を定めるものです。 

 次に、25ページをお願いします。 

 議案第21号、令和７年度地すべり対策事業

の経費に対する市負担金についてです。 

単県地すべり対策事業について、地すべり

等防止法の規定に基づき、市負担分を定める

ものです。 

 次に、26ページをお願いします。 

 議案第22号、令和７年度流域下水道事業の

経費に対する市町村負担金についてです。 

熊本北部流域下水道建設事業を含む６件の

事業について、下水道法の規定に基づき、市

町村負担分を定めるものです。 

 次、27ページをお願いします。 

 議案第23号、令和７年度市町村道過疎代行

事業の経費に対する市町負担金についてで

す。 

 道路施設保全改築事業について、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法の規

定に基づき、当該事業に要する経費のうち、

市町負担分を定めるものです。 

 なお、これまで説明した負担金の負担内容

につきましては、昨年度から特段の変更がな

いことを申し添えます。 

 続きまして、29ページをお願いいたしま

す。 

 29ページから47ページにかけまして、工事

請負契約の締結について、第25号から第29号

までの５件の議案を提案しております。 

 提案理由は、いずれも予定価格５億円以上

の工事で、議会の議決に付すべき契約に関す

る条例の規定により提案しているものです。 

 議案第25号から27号までの３件につきまし

ては、消防学校の本館、寄宿舎の改築工事に

伴います建築電気設備、機械設備工事となり

ます。 

 それではまず、29ページ、議案第25号につ

いてです。 

 工事名、消防学校本館・寄宿舎改築工事。

工事内容、本館、寄宿舎の改築、鉄筋コンク

リート造及び木造、地上４階建て、延べ面積

5,412平方メートル。工事場所、上益城郡益

城町惣領。工期、令和９年７月30日まで。契

約金額、28億390万円。契約の相手方、西

松・建吉・岩永特定建設工事共同企業体。契

約の方法、一般競争入札でございます。 

 30ページをお願いします。 

 入札経緯及び結果になります。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格及

び31ページ中ほどの一番上の２です。 

２の評価に関する基準について、本書記載
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のとおり設定し、施工体制確認型総合評価落

札方式により入札を行いました。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます。 

 入札には２者が参加し、右下記載のとお

り、令和７年６月26日に開札を行いまして、

西松・建吉・岩永特定建設工事共同企業体

が、技術評価点179.50、入札価格25億4,900

万円、評価値7.0420で落札となっておりま

す。 

  次に、33ページ、議案第26号についてで

す。 

  工事名、消防学校本館・寄宿舎電気設備工

事。工事内容、消防学校本館、寄宿舎の改築

に伴う電灯、動力設備等をはじめとする各種

電気設備工事。場所、上益城郡益城町惣領。

工期は令和９年７月30日まで。契約金額、７

億7,803万円。契約の相手方、電盛社・大光

電業建設工事共同企業体。契約の方法、一般

競争入札でございます。 

 34ページの入札経緯及び結果になります。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格及

び35ページ、２の評価に関する記述基準につ

きまして、本書記載のとおり設定し、施工体

制確認型総合評価落札方式により入札を行い

ました。 

 ３の開札及び総合評価結果です。 

 入札には２者が参加し、右下記載のとお

り、令和７年６月26日に開札を行い、電盛

社・大光電業建設工事共同企業体が、技術評

価点121.67、入札価格７億730万円、評価値 

17.2020で落札となっております。 

 次に、37ページ、議案第27号についてで

す。 

 工事名、消防学校本館・寄宿舎機械設備工

事。工事内容、消防学校本館、寄宿舎の改築

に伴う空気調和設備等をはじめとする各種機

械設備工事。場所、上益城郡益城町惣領。工

期、令和９年７月30日まで。契約金額、６億

5,073万6,900円。契約の相手方、協成・熊本

利水建設工事共同企業体。契約の方法、一般

競争入札でございます。 

 38ページの入札経緯及び結果になります。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格及

び39ページ、２の評価に関する基準につい

て、本書記載のとおり設定し、施工体制確認

型総合評価落札方式により入札を行いまし

た。 

 ３の開札及び総合評価結果です。 

 入札には１者が参加し、右下記載のとお

り、令和７年８月１日に開札を行い、協成・

熊本利水建設工事共同企業体が、技術評価点

117.28、入札価格５億9,157万9,000円、評価

値19.8249で落札となっております。 

  次に、41ページ、議案第28号についてで

す。 

 工事名、第一高校長寿命化改修(第四期)

工事。工事内容、(1)特別教室、管理棟の改

修、(2)渡り廊下の改修、(3)(4)合わせまし

て駐輪場の改築。工事場所、熊本市中央区古

城町。工期、令和９年２月19日まで。契約金

額、12億670万。契約の相手方、坂口・増

永・三友特定建設工事共同企業体。契約の方

法、一般競争入札でございます。 

 42ページの入札結果及び結果になります。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格及

び43ページ、２の評価に関する基準につきま

して、本書記載のとおり設定し、施工体制確

認型総合評価落札方式により入札を行いまし

た。 

 ３の開札及び総合評価結果です。 

 入札には２者が参加しまして、右下記載の

とおり、令和７年７月２日に開札を行い、坂

口・増永・三友特定建設工事共同企業体が、

技術評価点119.75、入札価格10億9,700万、

評価値10.9161で落札となっております。 

  次に、45ページ、議案第29号についてでご

ざいます。 

 工事名、菊池支援学校高等部棟新築工事。

(1)番、管理、教室棟の新築、(2)普通教室棟

の新築、(3)作業棟の新築、(4)(5)で渡り廊
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下の新築となります。工事場所、合志市合

生。工期、令和８年11月26日まで。契約金額

６億6,880万円。契約の相手方、橋本・豊建

設工事共同企業体。契約の方法、一般競争入

札でございます。 

  46ページが入札経緯及び結果になります。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格及

び47ページ、２の評価に関する基準について

本書記載のとおり設定し、施工体制確認型総

合評価落札方式により入札を行いました。 

 ３の開札及び総合評価結果です。 

 入札には１者が参加し、右下記載のとお

り、令和７年７月２日に開札を行い、橋本・

豊建設工事共同企業体が、技術評価点 

112.57、入札価格６億800万円、評価値 

18.5148で落札となっております。 

 監理課からは以上でございます。 

 

○谷水道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵等に関する専決処分の報告

及び承認については、49ページの第30号議案

から54ページの第35号議案までの６件でござ

います。 

 議案の説明につきましては、55ページの概

要の一覧表にて説明いたします。 

 まず、議案番号30号です。 

 本件は、令和７年２月３日午後８時50分

頃、合志市竹迫において、被害者が、主要地

方道大津植木線を合志市方面から菊池郡大津

町方面に向けて、普通乗用自動車で進行中、

進路前方に倒れていた竹に衝突し、ルーフ等

を損傷したものです。 

 被害者には前方不注視の過失があったこと

から、過去の事例等を踏まえ、損害額の８割

に当たる３万5,200円を賠償しております。 

  次に、議案番号31号です。 

 本件は、令和７年３月15日午前０時40分

頃、合志市福原において、被害者が、一般県

道辛川鹿本線を合志市方面から菊池郡菊陽町

方面に向けて、軽四輪乗用自動車で進行中、

道路右側に生育していた竹が道路に倒れて車

両に直撃し、ボンネット等を損傷したもので

す。 

 本件は直撃事案であり、被害者が事故を回

避することが困難であることを踏まえ、損害

額全額75万6,200円を賠償しております。 

  次に、議案番号32号です。 

  本件は、令和７年３月15日午後６時50分

頃、上益城郡山都町東竹原において、被害者

が、一般国道325号を宮崎県方面から阿蘇郡

高森町方面に向けて、軽四輪乗用自動車で進

行中、進路前方の自車線上に生じていた穴ぼ

こに落輪し、右前輪を損傷したものです。 

 被害者に前方不注視の過失があったことか

ら、過去の事例を参考に、事故の発生が日没

後で暗かったこと及び雨天であったこと等を

踏まえ、損害額の８割に当たる３万8,016円

を賠償しております。 

  次に、議案番号33号です。 

  本件は、令和７年３月30日午後４時50分

頃、阿蘇郡南小国町大字赤馬場において、被

害者が、主要地方道南小国波野線を南小国町

赤馬場方面から満願寺方面に向けて、普通乗

用自動車で進行中、進路前方の自車線上に生

じていた穴ぼこに落輪し、左前輪を損傷した

ものです。 

 被害者に前方不注視の過失があったことか

ら、過去の事例を参考に、損害額の４割に当

たる２万3,000円を賠償しております。 

  次に、議案番号34号です。 

  本件は、令和７年４月18日午後７時頃、球

磨郡山江村大字万江において、被害者が、主

要地方道坂本人吉線を球磨郡山江村方面から

人吉方面に向けて、軽四輪乗用自動車で進行

中、進路前方の道路上に落下していた石と衝

突し、マフラーパイプ等を損傷したもので

す。 

 被害者に前方不注視の過失があったことか

ら、過去の事例を参考に、損害額の４割に当
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たる２万2,044円を賠償しております。 

  最後に、議案番号35号について説明いたし

ます。 

  本件は、令和７年５月26日午後４時30分

頃、葦北郡芦北町大字白木において、被害者

が、主要地方道芦北球磨線を球磨郡球磨村方

面から葦北郡芦北町方面に向けて、普通乗用

自動車で進行中、進路左側ののり面から落下

し、車道側に転がってきた石が直撃し、左前

部バンパー等を損傷したものです。 

 本件は直撃事案であり、被害者が事故を回

避することは困難であることを踏まえ、被害

額全額13万4,255円を賠償しております。 

  今後もパトロールを徹底するとともに、市

町村等とも連携しながら、道路異常通報制度

の周知を図り、道路管理瑕疵、道路管理事故

の未然防止に努めてまいります。 

  道路保全課は以上です。 

 

○安田監理課長 監理課でございます。57ペ

ージをお願いします。 

 職員の交通事故の和解及び損害賠償額の決

定について、地方自治法第180条第１項の規

定により行いました専決処分の報告となりま

す。 

 内容につきましては、58ページ、概要によ

り説明いたします。 

 右側のほうになりますが、当該事案は、河

川課の職員が、公務による出張中、飲食店の

駐車場におきまして、バックで方向転換した

際に、不注視により後方に設置してあった店

舗の看板に接触し、看板を破損したものでご

ざいます。 

 過失割合は、県が100％、損害賠償額４万

5,320円で相手方と和解しております。 

  職員の交通事故防止、交通違反等防止につ

きましは、引き続き徹底を図ってまいりま

す。 

 監理課は以上です。 

 

○大和道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 59ページ、報告第26号の熊本県道路公社の

経営状況を説明する書類につきましては、お

手元に配付しております冊子により説明をさ

せていただきます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 令和６事業年度事業報告書でございます。 

 １の総括ですが、熊本県道路公社は、平成

４年に設立し、上天草市松島町今泉から合津

までにおいて、有料道路事業を活用しながら

道路建設を進め、平成14年５月に、延長3.3

キロメートルの松島有料道路を開通させてお

ります。 

 ２の令和６事業年度の事業実施状況です

が、松島有料道路の開通後は、通行料金徴収

や維持管理業務を行いますとともに、平成19

年度に開通した松島有明道路、平成30年度に

開通した三角大矢野道路、令和５年度に開通

した本渡道路の維持管理業務を県から受託し

て実施しております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３の(1)の通行台数についてです。 

 令和６年度は、年間約175万台、１日平均

4,783台となっており、計画を約16％上回る

実績となっております。 

  グラフ－１を御覧ください。 

 松島有料道路が平成14年度に供用開始して

以降の通行台数をグラフでお示ししておりま

す。 

左側の薄い棒グラフが計画台数で、右側の

濃い棒グラフが実績台数です。松島有明道路

が供用された平成19年以降の利用台数は、計

画を上回る数値で推移しております。令和２

年度以降、新型コロナウイルス感染拡大の影

響で、通行台数は減少しましたが、その後は

徐々に回復しており、平成14年の供用開始か

ら累計交通量は、資料には記載ございません

が、計画を約22％上回る実績となっておりま

す。 
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 (2)の通行料金収入についてですが、令和

６年度は、３億1,500万円余であり、計画を

約６％下回っております。 

 グラフ－２を御覧ください。 

 松島有料道路が平成14年度に供用開始して

以降の通行料金収入をグラフでお示ししてお

ります。 

こちらも、令和２年度以降、新型コロナウ

ィルス感染拡大の影響で、通行料金が減少し

ておりましたが、その後、徐々に回復してお

り、平成14年度の供用開始からの累計収入額

は、資料には記載ございませんが、計画を約

1.3％上回る実績となっております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 ４の貸付金等の償還状況です。 

 まず、松島有料道路事業は、政府貸付金21

億5,000万円、地方公共団体金融機構借入金

６億4,500万円、県出資金15億500万円、合計

43億円を建設資金としております。そのう

ち、政府貸付金と地方公共団体金融機構借入

金は、償還を完了しております。 

  次に、４ページから７ページに貸借対照

表、損益計算書、財産目録をお示ししており

ます。 

内容につきましては、２ページ、３ページ

で御説明いたしました料金収入や貸付金等の

状況等を詳細にお示ししたものでございます

ので、説明を省略させていただきます。 

 次に、８ページの令和７事業年度事業計画

書でございます。 

 １の松島有料道路の管理業務につきまして

は、本年度も、通行料金徴収及び道路維持管

理業務を行います。 

道路施設の維持管理につきましては、のり

面補修工事や道路情報板改修工事、安全対策

工事などを実施する予定です。 

 ２の松島有明道路、三角大矢野道路及び本

渡道路の維持管理受託業務につきましては、

引き続き、県から道路公社が受託し実施して

まいります。 

 次に、９ページの令和７事業年度収支予算

書でございます。 

 収入といたしましては、通行料金や受託業

務など合計３億7,800万円余を計上し、支出

といたしましては、一般管理費3,800万円

余、業務管理費３億5,100万円余などを計上

しております。 

  なお、収入と支出の差額につきましては、

過年度の繰越金により補填することとしてお

ります。 

 資料の説明は以上でございます。 

 なお、開通からの交通量及び収入実績の累

計は計画を上回っておりますので、道路公社

の経営状況には問題ない状況でございます。 

 道路整備課は以上でございます。 

 

○工藤河川課長 河川課でございます。 

 60ページをお願いいたします。 

 報告第27号の一般財団法人白川水源地域対

策基金の経営状況につきましては、別途お手

元に配付しております書類にて御説明をさせ

ていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 １の事業についてですが、当財団の事業

は、阿蘇立野ダム建設に伴い必要となる水没

地域の住民の生活再建及び水没関係地域の振

興に必要な措置に対する資金の交付及び調査

等を行うものです。 

 具体的には、南阿蘇村が策定した南阿蘇村

地域整備計画に基づき村が実施する事業に対

し、県及び下流域の３つの市町、熊本市、大

津町、菊陽町が事業費の助成を行うもので

す。 

 助成対象は、南阿蘇村が事業実施を決定し

たダム周辺の道路、公園、集会施設等の事業

で、令和６年度までに13事業が基金から助成

を得て完了しており、令和７年度の多目的広

場整備事業への助成が最後になる見込みで

す。 

 ２の関係地方公共団体等が講ずる水没関係



第４回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（令和７年10月２日) 

 - 13 - 

地域の振興及び環境整備に必要な措置に対す

る資金の交付ですが、助成金の交付対象事業

の施行がダム工事完了後となることから、平

成22年度から令和５年度まで中断しておりま

した。 

 令和５年度の阿蘇立野ダムの完成により、

令和６年度から南阿蘇村による地域振興事業

が再開されましたので、基金による支援を再

開し、令和６年度においては、多目的記念館

建設費及び多目的広場実施設計費に対する資

金の交付として、8,837万円余の助成金の交

付を行いました。 

  ３のダムの建設に伴い必要となる情報交換

及び連絡ですが、理事会、評議員会のほか、

南阿蘇村等との意見交換会を行っておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和６年度決算書のうち、収支計算書で

す。 

 収入は、左から３列目、決算額の列のⅠ、

収入の部になります。内訳は、受取負担金

7,213万円、受取寄付金1,896万円余、そのほ

か、特定資産等の受け取り利息が１万円余で

当期収入合計、(Ａ)欄記載のとおり、合計 

9,111万円余となっております。 

  支出は、決算額の列、支出の部の中ほど、

南阿蘇村への支払い助成金8,837万円余及び

旅費交通費のほか、管理費７万円余で、法人

運営に要する費用の旅費交通費、租税公課及

び雑費等となっております。 

支出合計は、下から２行目、当期支出合計

(Ｂ)欄に記載のとおり、8,845万円余となっ

ており、当期収支差額は、最下段のとおり、

265万円余となっております。 

  次に、３ページをお願いいたします。 

 正味財産増減計算書ですが、これは、令和

６年度収支に係る法人財産の増減状況を示し

たものです。 

令和６年度末の正味財産期末残高は、表最

下段、左から２列目、当年度の列、正味財産

期末残高のとおり、1,698万円余となってお

り、左から４列目、増減の列のとおり、前年

度から1,631万円余の減少となっています。 

  減少の主な要因は、南阿蘇村への助成金の

財源として、指定正味財産3,000万円の一

部、1,896万円余を取り崩して、一般正味財

産へ振り替え、受取寄付金としたことによる

ものです。 

  次に、４ページをお願いいたします。 

 正味財産増減計算書内訳表は、３ページで

御説明した正味財産増減計算書の当年度の列

を４ページ、同内訳表の合計列として、その

内訳を南阿蘇村への助成事業を内容とする実

施事業等会計と法人の運営費に係る法人会計

とに区分して表示したものです。 

 次に、５ページから９ページに貸借対照

表、貸借対照表内訳表、附属明細書及び財務

諸表に対する注記を示しております。 

内容につきましては、３ページ、４ページ

で御説明した法人財産の状況や内訳を資産、

負債、正味財産に置き換えて示したもの及び

説明した内容の詳細を附属明細書及び財務諸

表に対する注記の該当部分に記載したもので

ございますので、説明を割愛させていただき

ます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 令和７年度事業計画書です。 

 令和７年度においては、多目的広場整備が

予定されており、これらの事業に対する資金

の交付として、7,123万円余の助成を計画し

ております。 

  11ページをお願いいたします。 

  令和７年度収支予算書です。 

 主な収入としましては、左から２列目、本

年度列、県と熊本市からの受取負担金として

5,767万円、受取寄付金として803万円余を予

定しております。 

支出としましては、本年度の列中ほど、事

業費として、支払い助成金等7,124万円余、

法人の運営に要する管理費として、15万円余
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を予定しております。 

 河川課の説明は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課、事業名を述べてからお願いいた

します。 

 質疑を受けた課は、課名を言って、着座の

ままで説明をお願いいたします。 

 質疑ありませんか。 

 

○坂田孝志委員 全体的になるから、安田さ

ん、監理課になるのかな。 

 今度の災害追加提案、340億円余。随分早

く金額を出してもらったかな、議会の途中で

追号で。皆さん方は大分頑張ってされたのか

な、その労を多といたしたいと思います。 

 そこで、これは、国の災害査定なんかは必

要なんでしょう。それはもう行っておられる

んですか。 

 

○安田監理課長 今回の大雨につきまして

は、激甚災害指定いただきまして、補助率の

かさ上げ等々も視野に入っているところでご

ざいます。 

 今委員おっしゃった災害査定の話でござい

ますが、年内に災害査定を受けるということ

を考えておりまして、今、被災した４局、宇

城、八代、上益城、天草、こちらのほうには

技術職員を少し派遣をしまして、その災害査

定等々に対して対応できるような体制を取ら

せていただいたところでございます。 

 加えまして、市町村からも技術職員の要望

等々来ておりますが、そこまでの人的余裕が

私どももちょっとないもんですから、そこは

派遣職員、それから現場の技術職員、県の職

員で技術的支援を市町村のほうにも行いなが

ら、その災害査定をどうにか乗り切っていく

というような体制を取っておるところでござ

います。 

 以上です。 

 

○坂田孝志委員 冒頭の発言がちょっと分か

らなかった。激甚災害の指定を受けたような

言い方に取れたんですが、ちょっと。 

 

○菰田土木部長 今の安田課長のところにつ

いて、ちょっと補足させていただきます。 

 ８月末に、国のほうから激甚災害の追加指

定の見込みということで発表されました。正

式には、まだ最終的に、これから査定がござ

いますので、額等が確定する形で公表、発表

とかになりますので、今はまだ見込み段階と

いうことになっております。 

 

○坂田孝志委員 本激になる見込みというこ

とでございますか。 

 

○菰田土木部長 そういう形で考えておりま

す。 

 

○坂田孝志委員 そうですか。それはありが

たいことですね。随分そこで、農地と農業施

設だけは、石破さんの言葉で聞きましたけれ

ども、あとのやつはどうなるのかで、ほかの

商工やいろいろありますけれども、災害の金

額があんまり積み上がってないから、ちょっ

と本激は厳しいんじゃなかろうか。 

 私どもは、だから、鹿児島もやられた、秋

田もやられた、あちこちやられているから、

８月、被害を合算して本激にしてくれという

ようなことを申入れしているんですが、どこ

からの見込みなんですか、教えてください。 

 

○菰田土木部長 これは、内閣府のほうから

発表がされておりまして、８月25日付で激甚

災害の指定の見込みということで、追加指定

するということで公表されているところでご
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ざいます。 

 

○坂田孝志委員 じゃあ今まだですよね。今

の金額というのは、激甚見込みじゃない金額

で出してあるということでございますか。 

 

○工藤河川課長 すみません、今出しており

ます金額といいますのは、これから災害査定

を受けますが、災害査定を受けるに当たって

申請額というのがございます。調査をして、

測量設計をして、これは幾らぐらいだという

ことで申請額、これに基づいて今金額を出し

ているところでございます。 

 これで査定を受けまして、実は、８月から

の雨については来週から査定が始まるんです

けれども、12月まで続きますが、査定を受け

まして、最終的に決定された額、これで、そ

の激甚になるかどうかというのが最終的に判

断されます。 

 ただ、今のところ、もう申請額がかなり多

うございますので、それで、公共土木施設災

害については、本激になる見込みだというの

が発表されたところでございます。 

 

○坂田孝志委員 だから、金額は本激になる

見込みで金額を出してあるんですかって聞い

ている。そうじゃなくて、普通の災害復旧の

金額ですか。本激になると災害の復旧額が上

がるでしょう、国からの。そうしますと、県

の持ち出しはもっと減ってくるんじゃないで

すか、そこをちょっと聞きたいんです。 

 

○工藤河川課長 申請が、今議会提案してお

りますこの額、先ほど申しました申請額とい

うのは、あくまで工事費になります。工事費

のうち、通常の災害復旧事業でございます

と、国から３分の２が補助されます。これが

普通なんですが、最終的に、先ほど申されま

した本激になると、この３分の２に加えて、

国からの補助金のかさ上げがございます。な

ので、本激に向けた申請か普通のかと言われ

ますと、どちらとも言えないんですけれど

も、取りあえず今工事費を申請しておって、

最終的に決定額次第で本激になる。 

 ただ、先ほど申しましたように、額が大き

いので、本激になる見込みであるということ

で考えております。 

 

○坂田孝志委員 ちょうどあなたのところ

で、河川課で、11ページで、国庫補助の対象

とならないやつをもう出していますね。それ

はもう本激だろうか何かもう全然関わらぬと

いうようなことで、これは個別で出してます

か。いや、それは、災害の査定も終わってな

いのに、よくこうやって細かく小分けしてや

るなあって感じましたので。 

 

○工藤河川課長 12ページを御覧いただけま

すか。 

240億、これが先ほど申しました公共土木

施設の災害復旧費で、国からの補助の対象と

なる経費になります。 

 坂田委員が申されました40億というのは、

今度は11ページになります。単県河川等災害

関連事業費で41億ほどを計上しておりますけ

れども、これは、見込みにはなるんですが、

災害査定を受けますと、当然査定ですのでカ

ットされます。申請したのが満額採択になる

わけじゃなく、カットされる分、それから、

少額だったり被害が少ない場合は、もともと

採択要件に合致しなくて、災害査定に上げら

れないものもございます。それとか、被災は

しているものの、例えば、ただ単なる道路の

崩土だけとか軽微なもの、これについても国

庫補助の対象にならないもんですから、こう

いうのを積み上げたものが、こっちの40億に

なって、これが単県で計上しているところで

ございます。 

 

○坂田孝志委員 それはもう見た目で、これ
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はあれだなと思うのはあるんだろうけれど

も、災害査定前だから、災害に組み込んでく

ださいよということも中には出てくるんじゃ

ないのかなと。これは、本激見込みだった

ら、随分、90以上ぐらいになるんですかね。

随分県の単独予算が助かるでしょう。そっち

の方向に、ある程度数字出してありますけれ

ども、向けて頑張っていったら、さらにいい

んじゃないかなと感じましたけれども。 

 

○工藤河川課長 この41億につきましては、

毎年災害査定を受けておりますので、大体カ

ット率というのがございます。そういうのを

掛けましたり、あとは、やはり調査設計して

おりますので、あまり面の皮を厚くと言うと

いけませんけれども、きちんとした査定を受

けるため、もう単県のほうでお願いしたいと

思っております。 

 

○坂田孝志委員 大体分かりました。 

 で、執行していかなきゃなりませんよね。

それは、災害査定が終わった後になるんでし

ょう。 

 

○工藤河川課長 もちろん、災害査定で金額

が決定されませんと使えないということにな

ります。 

 

○坂田孝志委員 来週あたりからやって年内

ぐらいすると、年明けからになりますよね、

事業着手。いわゆる大きな金額だから、やは

り早く執行していただいて、復旧、復興に努

めていただきたいなと思っていますから、な

るべく事業着手が早く進んで、そうすると、

令和７年豪雨のやつもまだ残っていますし、

いろいろ請負業者さんの受注の限度額やいろ

いろありますでしょうから、そこだけをうま

く調整しておかないと、予算はある程度確保

できたが、復旧に入札等々で、そこで手間取

ったらいかぬなと感じておりますから、そこ

だけは、スムーズにといいますか、復旧、復

興に速やかに着手していただくようにお願い

をいたしたいと思っておりますが、いかがな

もんでございますか。 

 

○菰田土木部長 御意見ありがとうございま

す。 

 今回予算で計上させていただいております

のは、先ほど被害額を御報告しましたけれど

も、満額分を今回補正しているわけではござ

いません。あくまでも、12月、年内を目途に

災害査定を実施されますので、それから以

降、当該年度の期間の間に主に発注できるも

のをベースに積み上げたといったところでご

ざいます。 

 委員が途中でお話しされました、もう少

し、全額、国庫補助で見られないのかという

ことについても、先ほど河川課長が説明した

とおり、過去の経験を基に、おおむね我々と

しては被災箇所として計上しておりますけれ

ども、やはり国のルール等もございますの

で、それに基づくところで、ちょっと少しカ

ットされたりするところ、そういうところを

見込んだところでのある程度待ち受け的な予

算としても活用できるというような形でござ

います。 

 いずれにせよ、我々としては、計画的に、

また、河川の工事とかであれば、非出水期で

の施工というような施工条件がございます。

ただ、一方で通行止めになっている箇所なん

かは早期復旧しなければいけないということ

ございますので、優先度を立てながら、効率

よく、県民の皆さんが安全、安心に暮らせる

ような取組として、一生懸命頑張っていきた

いと思っておりますので、今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

 

○坂田孝志委員 なかなか人員も少なく限ら

れた中でよく頑張っておられると思いますか

ら、引き続き、県民の安全、安心のために
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も、しっかり頑張っていただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○工藤河川課長 すみません、ちょっとだけ

補足をよろしいですか。 

 先ほど災害査定決定後にしかできないと申

しましたけれども、すみません、ちょっと誤

りで、応急復旧的なやつ、どうしても緊急的

なやつは、この国庫補助の中でも事前に使え

るという制度がございますので、そういうと

ころはもう事前に発注しているところでござ

います。 

 すみません、失礼いたしました。 

 

○坂田孝志委員 そこは理解しております。 

 

○西山宗孝委員長 いいですか。 

 

○坂田孝志委員 はい。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 41ページで、ちょっとお尋

ねです。 

 第一高校の長寿命化工事ということで、第

４期の部分で締結されておられますけれど

も、ちょっとこれお尋ねがあった分で、プー

ルの補修が、ぜひ必要ということで御意見が

あって、それをお伝えしていたんですけれど

も、工事にプールって入るのか入らないの

か、ちょっと私の認識の部分で確認をしたい

と思います。 

 

○今福営繕課長 営繕課でございます。 

 今のお尋ねについては、県立学校の長寿命

化に関するお話と、あと、それ以外のものと

実際工事はあるように思っているんですけれ

ども、今のお話は、その長寿命化の中で、工

事、プールのほうもできないかというお尋ね

でよろしいでしょうか。 

 プール等についても、実際劣化をしている

ところは我々も聞いておりまして、必要なと

ころは対応しているところです。実際対象と

なってくるのは、もう教育委員会のほうで対

象になる部分を指定されますので、それに基

づいて対応しているところです。 

 実際、第一高校の今回の分については、プ

ールについては特段入っていないんですけれ

ども、今後の話は、改めてまた確認をさせて

もらいます。 

 

○本田雄三委員 ありがとうございます。 

 教育委員会のほうでやれる部分もあるとい

うことをお聞きしておりましたけれども、プ

ールは少し大規模になるので、長寿命化のほ

うで計画をしていきたいというふうにちょっ

とお聞きしたもんですから、この後、第５期

があるのかなというふうに思ったところでご

ざいまして、そういう中でしていただけるの

であれば、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○今福営繕課長 今のお話については、教育

委員会ともしっかり話をさせていただきたい

と思っています。 

 それと、プールの改修については、別途営

繕課のほうにも依頼が来ているところ、第一

高校ではございませんが、支援学校等で来て

いるところもございます。そういうところは

積極的に対応してまいりたいと思っておりま

す。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○斎藤陽子委員 ちょっと確認なんですけれ

ども、９ページ、お願いします。 

 先ほど坂田先生が質問されて、私も対象に
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なるならないというのがあるんだなというの

をちょっと確認していたところなんですけれ

ども、こちらの予算というのは、調査の費用

ということでよろしいでしょうか。 

 

○高橋都市計画課長 こちらは、市町村様の

ほうへ補助をするという形で、委託するよう

な形になりますので、予算上は調査費って形

になっていますけれども、実際は市町村様の

ほうに行った場合は工事費という形になりま

す、土砂撤去のための。 

 すみません、もう少し追加させていただけ

れば、もともとは国交省の補助においてでき

る堆積土砂排除事業っていうのがございまし

て、それと、環境省が持っています災害等廃

棄物処理事業っていうのがございます。今、

４市２町様については、それでどういう形で

対処されますかということは、お話しして、

それぞれの自治体のほうで決めてやられてい

ます。恐らくこの２つの事業で、大概の堆積

土砂については、撤去作業は可能になってく

るかと思われるんですけれども、もしもその

枠から逃れたものに対しては、県のほうが補

助してやろうということで、この予算を申請

させていただいているところでございます。 

 撤去していただくのは市町村様のほうが撤

去するような形になります。国交省の事業も

環境省の事業も、県から補助する事業のこの

事業についてもですね。 

 

○斎藤陽子委員 説明ありがとうございま

す。 

 私も、ちょっとボランティアに入らせてい

ただきまして、天草だったんですけれども、

大変な状況だなというふうに思っていまし

た。市町村さんも、突然の被害で、やっぱり

どれがその地元でやらなきゃいけないのかと

か、どれが県にお願いするべきかというの

は、結構混乱をされていたと思うんですよ

ね。地元の方の声も聞きますと、同じような

被害だけれども、ここは県がすぐやってくれ

た、でも、こっちは、何か全然お願いしても

お願いしても、なかなか難しいというような

声も聞いていますので、できれば、その市町

村さんとのすみ分けとか、あと、ボランティ

アでの作業とのすみ分けとかいうものをしっ

かり考慮していただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

 

○西山宗孝委員長 要望ということでよろし

いですか。 

 

○斎藤陽子委員 はい。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

 

○吉永和世委員 砂防課、橋口課長のとこ

ろ、雨の降り方が変わっている中で、どこに

降ってもおかしくない状況であると思うんで

すけれども、やっぱり県民の安全と安心の暮

らしの確保という面において、その砂防の果

たす役割というか、そういったものが非常に

何か大事になってきているのかなと思うんで

すけれども、ここに砂防施設機能回復という

のを見たんですけれども――18ページです。 

今回の大雨によって被災した既設砂防に限

定してということなんでしょうけれども、全

体を見たときに、その砂防の機能を十分に発

揮する状態というのはあるのかなと思うんで

すけれども、全体を見て今後対応していかな

いといけないのかなとちょっと思うんですけ

れども、そこら辺の考え方ってどうですか。 

 

○橋口砂防課長 今回の単県砂防施設維持管

理費につきましては、主に災害が発生したと

ころのスリットダムとかの上の除石とか、砂

防指定河川内にたまった土砂等を撤去させて

いただく事業でございます。 

 吉永委員がおっしゃったように、土砂災害

は特にどこで発生するか分からないような状
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況になっておりますので、私たちも日々点

検、今長寿命化計画もつくって点検もやって

いるところです。そういうのをうまく活用し

ながら事業の平準化等を行って、なるべく効

果が発揮できるよう、施設の維持管理をやっ

ていきたいと思っているところでございま

す。 

 

○吉永和世委員 ぜひそういった方向でやっ

ていただきたいと思うんですけれども、ちょ

っと参考までに教えてほしいんですけれど

も、この土砂災害宅地内堆積土砂、八代です

かね、八代市興善寺町、この車が止まってい

る状況のところ、ここの上部には砂防とか何

か、これはあったんですか。 

 

○橋口砂防課長 そこは興善寺の大谷川とい

う砂防渓流でございまして、そこの上には既

設のクローズダムがございました。ただ、そ

のダムの上流のほうで大規模な表面崩壊があ

っておりまして、それが流れてきて、今既設

ダムでは止められなかったところでございま

す。 

 ここに関しましては、災害関連緊急砂防事

業で、私どものほう、砂防施設、かさ上げな

のか新設なのか、今検討中ですけれども、そ

ういうのを入れるとともに、上流のそこの滑

ったところに関しましては、林務と協力しま

して、そちらは林務でやっていただいて、発

生源も抑えるし、たまった土砂も私ども砂防

で抑えるところで、今計画しているところで

ございます。 

 

○吉永和世委員 土木じゃ砂防、林務では、

何と言うんですかね。 

 

○橋口砂防課長 治山のほうで山腹工といっ

て、のり面等をやっていただくところで今情

報共有しているところでございます。 

 

○吉永和世委員 こうやって起こってしまっ

たっていうことはあれなんですけれども、

次、起こらないようにして最大限防ぐという

のが、そのためにその砂防事業ですか、大事

になってくるのかなと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

――なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号から第３号まで、第５

号、第８号、第18号から第23号まで、第25号

から第35号まで及び第58号について、一括し

て採決を行いたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認め、一括

して採決をいたします。 

 議案第１号外22件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外22件は、原案のとおり

可決または承認することと決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西山宗孝委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 
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○高橋都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 報告事項１の熊本都市計画区域マスタープ

ラン及び区域区分の見直しについて御報告い

たします。 

 １ページを御覧ください。 

 まず、１の見直しの趣旨について御説明い

たします。 

 都市計画区域マスタープランは、都市の発

展動向や人口、産業の現状及び将来の見通し

等を勘案して、中長期的な視点から、都市の

将来像を明確にし、区域の基本的な方向性を

示すものでございます。 

 県内では、17の都市計画区域において策定

しております。また、区域区分は、無秩序な

市街化を防止し、計画的な市街化を図るた

め、都市計画区域を、市街化を図るべき区域

である市街化区域と市街化を抑制すべき区域

である市街化調整区域に区分する制度になり

ます。 

本県では、熊本市、合志市、菊陽町、嘉島

町、益城町の２市３町で構成される熊本都市

計画区域のみで定めております。 

 左、中段の赤枠で囲っている部分でござい

ますが、区域マスタープラン及び区域区分

は、市町村が策定するマスタープランに反映

され、土地利用や道路、下水道などの都市施

設、土地区画整理事業等を通じて計画的なま

ちづくりが進められてまいります。 

 下段を御覧ください。 

 熊本都市計画区域マスタープランは、平成

16年に策定し、平成27年に第１回定期見直し

を実施しています。前回改定からおおむね10

年が経過していることに加え、平成28年熊本

地震、新型コロナウイルス、ＴＳＭＣの進出

など、社会情勢の大きな変化も踏まえ、今回

の見直しを行うものでございます。 

 次に、右側、２、見直しの方向性について

です。 

 今回の見直しに当たっては、Ⅰ、頻発・激

甚化する自然災害への対応、Ⅱ、持続可能な

まちづくりへの対応、Ⅲ、世界的な半導体企

業の進出に伴う新たな産業集積への対応、こ

の３つの方向性を柱に、このたび、この見直

しの原案を作成したところです。 

 次に、３、都市計画の目標についてです。 

 本区域のおおむね20年後の都市像を展望

し、都市づくりの基本理念として、「誰もが

笑顔で安心して暮らせる、持続可能で活力あ

るエコ・コンパクトな都市づくり」を掲げて

います。 

 また、今後10年間に優先して取り組むべき

スローガンとして、副題に「～先端産業と環

境が調和し、未来を共に創るイノベーション

創造都市～」を掲げています。 

 都市づくりの目標としては、以下の５つの

目標を設定しており、計画的な都市づくりを

推進してまいります。 

 ２ページを御覧ください。 

 将来の都市構造についてです。 

 都市づくりの基本理念であるエコ・コンパ

クトな都市づくりの実現に向けて、本区域内

に各種拠点を配置し、諸機能を集約させま

す。そして、各拠点間を公共交通や幹線道路

で結び、相互に連携した秩序ある多核連携型

の都市構造を目指してまいります。 

 前回の見直し以降に追加した拠点は、赤文

字で示す４つでございます。 

土地区画整理事業が予定されている区域や

都市機能の集積が見られる区域について、新

たに拠点として追加しております。 

 ３ページを御覧ください。 

 区域区分、いわゆる線引きの方針について

御説明いたします。 

 まず、本区域におけるおおむね10年後の人

口や産業の見通しに基づき、適切な市街化区

域の規模を算出しております。各市町と調整

の上、既に市街化している区域や土地区画整

理事業など計画的な市街地整備が確実に見込
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まれる区域を対象に、市街化区域への編入を

行う方針としています。本県では、７地区、

197.3ヘクタールを市街化区域に編入する予

定です。 

 なお、区域区分の権限を有する熊本市にお

いても、別途、区域区分の見直しが予定され

ております。 

 最後に、今後の予定についてでございま

す。 

 右下になりますが、区域マスタープラン及

び区域区分の見直しについては、今月中に住

民説明会を開催する予定です。資料には記載

しておりませんが、11月には公聴会を予定し

ており、その後、国との協議や都市計画審議

会を経て、年度内の都市計画決定を目指して

まいりたいと考えております。 

 報告は以上となります。 

 

○堤下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 報告事項２の下水道管路の全国特別重点調

査の結果について御報告します。 

 １の経緯についてですが、令和７年１月に

埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に

起因すると考えられる大規模な道路陥没を受

けて、国は、２月に対策検討委員会を設置し

ました。今回の調査は、この委員会の提言に

基づき、国が調査対象の地方公共団体に要請

を行ったものとなります。 

 ２の特別重点調査の内容について、調査対

象は、設置後30年以上経過した管径２メート

ル以上の比較的大きな管路となっており、県

内の下水道管路延長約7,000キロメートルの

うち、12市町が管理する管路約31キロメート

ルが重点調査対象となっております。 

  なお、県が管理する流域下水道の管路につ

いては、管径が２メートル以下のため、対象

外となっております。 

 調査は、社会的影響が大きく、大規模陥没

が発生しやすい管路から優先度をつけて実施

することとなっており、県内では、熊本市、

山鹿市、玉名市の３市が管理する約1.8キロ

メートルの調査が８月までに完了しておりま

す。 

 ３の調査結果ですが、①緊急度Ⅰ、原則１

年以内に速やかな対策が必要な延長となった

のは、玉名市で670メートル、山鹿市で149メ

ートル、また、②緊急度Ⅱ、応急措置を実施

した上で、５年以内に対策が必要な延長とな

ったのは、玉名市で100メートル、③空洞が

確認された箇所が玉名市で３か所ありまし

た。 

 なお、９月19日までに埋め戻すなど、３か

所全て対策済みとなっております。 

 ４の今後の対応としまして、調査で対策が

必要と判断された管路について、緊急度に応

じた対策が実施されるよう、各自治体を指導

してまいります。 

 また、優先実施箇所以外の12市町、約29キ

ロメートルの調査対象についても、速やかに

調査が完了するように指導してまいります。 

 報告は以上です。 

 

○工藤河川課長 河川課でございます。 

 右上に報告資料３と記載の資料をお願いい

たします。 

 緑の流域治水の推進と五木村・相良村の振

興についてです。 

 本件につきましては、昨日10月１日の総務

常任委員会でも同様に御報告をしておりま

す。 

 それではまず、１番の緑の流域治水の主な

取組状況、(1)新たな流水型ダムの進捗状況

についてです。 

 ９月５日から６日に、土地収用法の規定に

基づきまして、国土交通省による公聴会が開

催されました。 

 また、翌週９月11日には、球磨川漁協臨時

総会において、漁業補償契約案が可決されま

した。 
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 今定例会で知事も答弁いたしましたが、今

後、令和９年度のダム本体基礎掘削工事の着

手、令和17年度の完成を目標に、国により、

表に記載のようなスケジュールで、関連工事

や調査、検討、各種手続が進められます。 

 次に、(2)球磨川中神地区遊水地事業の着

工式についてです。 

 ９月14日に着工式が開催されたところで

す。 

 球磨川流域では、流水型ダム以外にも様々

な治水対策も着実に進んでおり、流域での遊

水地の整備は、相良村柳瀬地区、球磨村渡地

区に続いて、３か所目となります。 

 資料の裏面を御覧ください。 

 国が管理する球磨川本川の河川整備と連携

して、県が管理する支川でも河川整備を進め

ております。 

 例を御紹介しますと、写真のように、球磨

村の中園川では、宅地かさ上げ工事を６月に

完了し、７月にはアートポリス事業を活用し

たみんなの家の起工式が行われました。その

ほか、各所で事業を進めております。 

 続いて、(4)緑の流域治水に関する出前授

業についてです。 

 これまで申し上げてきた公共事業によるハ

ード対策とともに、防災意識を高め、早期避

難を促すソフト対策も大切な取組と考えてお

ります。 

 写真のように、球磨川流域の小中高校に県

職員が赴いて出前授業に取り組んでおり、年

度末の３学期まで継続的に実施してまいりま

す。 

 続いて、２の五木村・相良村の振興につい

て御報告いたします。 

 五木村では、川辺川上流部の宮園地区で、

住民主体の地域づくりが行われています。10

月18日には、これまで地域の皆さんが学ばれ

た旧五木第二中学校校舎が老朽化のため解体

されることに伴い、感謝とお別れをする会が

催されます。 

 相良村では、川辺川沿いの廻地区で、村に

よる拠点施設の整備が進められます。今後、

令和８年度の一部供用開始を目指し、施設建

築工事が進められます。県でも河川の階段護

岸工事に取り組んでまいります。 

 引き続き、国、五木村、相良村と一体とな

って、目に見える形で、両村の振興を推進し

てまいります。 

 報告は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○斎藤陽子委員 報告１のマスタープランに

ついてなんですけれども、２ページなんです

けれども、今後10年後の将来ということで、

私の選挙区は菊陽町、大津町で、この図でい

きますと、市街化調整区域とそれ以外という

ことにはなっていますけれども、図を見ます

と、交通のところでいくと、大津とか菊池と

いうのも、一体になって考えていかないとい

けないところなのかなというのもあります

し、ＴＳＭＣの進出というのは、当然、大津

町や菊池というのも影響を受けているところ

になるかと思いますけれども、今後の将来に

関しましては、当然そういう周辺も一体とし

て考えていかれるのかどうかをお尋ねしたい

です。 

 

○高橋都市計画課長 すみません、委員御指

摘のとおり、今回御報告させていただきまし

たのは熊本都市計画区域というエリアを御報

告させていただきましたけれども、同時に、

大津都市計画区域、菊池都市計画区域、荒

尾・玉名都市計画、この４区域について、現

在、今年度の見直しをしようということで進

めているところでございます。 

 御指摘のとおり、熊本都市計画区域に大津
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都市計画、菊池都市計画、隣接していますの

で、そこを一体として見ながら、それぞれの

都市構造についても考えていきながら、この

マスタープランを現在作成しているところで

ございます。 

 

○斎藤陽子委員 よろしくお願いいたしま

す。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 ほかになければ、以上で

質疑を終了いたします。 

 最後に、その他で委員から何かございまし

たらお願いいたします。 

 ありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望が６件提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付いたして

おります。 

 それでは、これをもちまして第４回建設常

任委員会を閉会いたします。 

  午前11時26分閉会   
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